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図表５
新型コロナウイルス感染症対策におけるICT利⽤状況
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令和3年度地域保健総合推進事業 地⽅⾃治体の保健師活動におけるICTの活⽤に関する調査報告書
⽇本公衆衛⽣協会,分担事業者︓吉⽥知可（全国保健師⻑会）

健康危機管理事象への対応力が必要健康危機管理事象への対応力が必要

　新型コロナウイルス感染症対策から、私たちが学ん
だことを図表６に記載しました。

図表６
保健師はコロナ対策から何を学んだか

• 海外発⽣から国内発⽣までの速さ⇒グローバル化に伴う備えの迅速化が必要
• 医療との緊密な関係性⇒医療との連続性を持った協⼒体制の構築が必要
• 感染症も災害⇒ICSに基づく健康危機管理事象への対応⼒が必要

⇒組織体制の構築,⼈員,執務室,資機材等のマネジメント⼒が必要
⇒先⾒性・状況分析・状況変化への対応⼒が必要
⇒応援職員・⺠間派遣等の活⽤には受援準備が必要

• 効率的な展開⇒ICT・SMSの活⽤
⇒対応策の構築→標準化→⺠間委託
⇒感染状況・繁忙状況から次の段階に展開させる指標を持つ
⇒エビデンスに基づく軽減策の導⼊

• 職員の健康被害の発⽣⇒職員に対する健康管理は初動期から必要
• 個→集団→地域、ネットワーク化、システム化、予防、ヘルスプロモーション

⇒公衆衛⽣看護活動の展開⽅法は変わらない

サイズアップ
ボトムアップ

　インシデントコマンドシステム（ICS）に基づく健
康危機管理事象への対応力が必要であり、先見性を
持って状況を分析し、状況変化に対応していくことが
必要です。
　第１波の段階から、現在の状況を予想するサイズ
アップや、現場の課題を上に上げていくボトムアップ
の機能が十分に働かなかったことが反省として挙げら
れます。
　私は大阪市の保健師をしていますが、過去のインフ
ルエンザを見ましても、どんどん感染が拡大すること
が分かっていましたので、海外の状況を分析すれば、
今の状況になることは、当然予測できていたはずです
が、サイズアップができませんでした。
　私たちは、個から集団・地域へと活動範囲を広げ、
ネットワーク化やシステム化を活動の主軸に置きなが
ら、ヘルスプロモーションを実施してきました。結
局、このような未曽有の状況になりましたが、公衆衛

生看護活動の今までの展開方法は効果がある、という
自信も持ちました。

コロナ後の地域保健の課題にも対応が必要コロナ後の地域保健の課題にも対応が必要

　新型コロナは、地域保健にも大きな影響を与えてい
ます。個人の生活習慣の変化、受療の変化があり、新
型コロナが浮き彫りにした社会の課題として、格差の
拡大、自殺者の増加、子どもの問題、コミュニティー
の希薄化などがあります（図表７）。

図表７
地域保健に対するコロナの影響

【個⼈の⽣活習慣の変化】
• 活動⾃粛による⾝体活動量の低下や、⾷⽣活、喫煙・飲酒量変化等による⽣活習慣の
悪化の懸念、フレイルとなる可能性

• 労働時間、睡眠状況等の変化、テレワークの増加等
• 社会参加の減少、インターネット・オンラインの活⽤等
• マスク着⽤、⼿洗い、⼿指消毒の広がり
【受療の変化】
• 外出⾃粛による医療機関受診控え（治療頻度の低下、中断）や健診・検診受診控え
【新型コロナウイルス感染拡⼤が浮き彫りにした社会の課題】
• 新型コロナウイルス感染症の拡⼤による格差の拡⼤の可能性、⾃殺者の増加懸念、
⼦どもの問題

• 孤独・孤⽴の深刻化、更なるコミュニティの希薄化
健康⽇本21（第⼆次）最終評価報告書（2022）参考資料２より⼀部抜粋、
⼀部発表者により変更

今後の課題は、対応力強化と保健活動の転換今後の課題は、対応力強化と保健活動の転換

　これらを踏まえて、私たちの「公衆衛生看護活動の
これから」は、大きく分けて２点あると思います。
　１点目は健康危機管理への対応力を強化することで
す。
　ICSの本質的な理解と備え、感染症法の改正で注目
される予防計画についても検証をして、その検証を基
に作成していく必要があります。
　医療とも近い関係ができたので、この関係性を切ら
さないよう、さらに強化することも必要です。そのた
めには、保健師の人材育成が重要となります。
　２点目は、保健活動の展開方法を転換することで
す。
　コロナ禍で悪化した健康課題の解決に当たることは
もちろんですが、コミュニティーの再生や、対面では
ない新たなコミュニティーづくりが必要となります。
ヘルスリテラシーの低い対象者への介入なども行って
いく必要があると考えています（図表８）。
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図表８
コロナ禍を経た公衆衛⽣看護活動のこれから

保健活動の展開⽅法の転換
• コロナ禍で悪化した健康課題の解決
• 感染症のハイリスクとなる肥満、喫煙、糖尿
病、⾼⾎圧などの対策

• コミュニティの再⽣、新たなコミュニティづくり
• ワクチン接種率や検診受診率を向上させる
アプローチ⽅法の開発

• ヘルスリテラシーの低い対象者への介⼊
• 虐待、DVなど潜在化しやすい健康課題へ
の対策強化

• ケアシステムの構築・多職種との協働
• 保健師活動の⾒える化
• DXの推進

健康危機管理への対応⼒強化
• ICSやCSCAなどの概念の理解
• 検証に基づく予防計画の策定
• 備え（資機材・マニュアル等）の促進
• ステークホルダーとの関係性の強化（協定
の締結・会議体の設置）

• 訓練やシミュレーション教育を通じた実践⼒
の強化・体系的な⼈材育成

• 統括保健師の配置
• リーダーシップの発揮（ミッション・ビジョン・バリュー
の明確化、戦略・戦術に基づく活動の推進）

• マネジメントの推進

新人・リーダーの人材育成が重要新人・リーダーの人材育成が重要

　保健師の人材育成にも大きな課題があります（図表
９）。
　保健師基礎教育における実習についても、経験が不
足していることが問題です。

図表９
保健師の⼈材育成に対するコロナの影響

• オンライン学習が主であった学⽣⽣活・アルバイト経験のなさ
• 研修機会の減少
• 業務の中で新型コロナウイルス感染症関連業務が占める割合が⾼く、それ以外の
保健師活動を経験できない

• 通知や感染状況によって業務内容が変化することによる初任者の混乱
• 感染予防の側⾯から健康教育、地区組織活動を⾏う機会の減少
• 先輩の保健師が業務繁忙であり、⼗分なOJTを受けられない
• 同期や同僚との私的な会話・ちょっとした会話の減少
• ソーシャルディスタンスやパーテーションの設置に伴う孤⽴
• 超過勤務や休⽇出勤などが多く、⾃⼰学習を⾏う時間の減少
• 精神的なストレス・⾒通しが⽴たないことによるモチベーションの低下
• 住⺠や関係機関からの⾔葉の暴⼒

【参考】堀成美，⽴花⼋寿⼦，⼭本祐⼦.対談・座談会コロナ禍での保健師活動のリアルとこれからの在り⽅.2022.1.24 週刊医学界新聞（看護号）︓第3454号

　コロナ禍を経た公衆衛生看護活動を実施するために
は、新人の育成が重要であり、いわゆるZ世代の育成
対応をどうしていくか、今までの生活経験の不足をど
う補っていくかも考える必要があると思っています。
　また、公衆衛生看護活動を推進するリーダーの役割
も重要です。特に都道府県では50歳代の保健師が少な
くなっており、ポスト自体も減っている中で、どう
リーダーを育てていくか、という問題もあります。
　リーダーの育成には、組織としてのミッション、ビ
ジョン、バリューを明確化しながら、戦略・戦術に基
づいて、組織の成果を示すことが重要だと思います。
　このように、新人の育成、リーダー育成を両輪とし
ながら、組織としてワークエンゲージメントを高める
活動が重要になってきていると認識しています（図表
10）。
　本日は保健師の立場から、現状の課題について、今
後の方向性を踏まえてお話ししました。

図表10
コロナ禍を経た公衆衛⽣看護活動を実施するための⼈材育成

新⼈の育成
• Z世代に応じた育成
• 実習経験の不⾜、⽣活経験の不⾜を
補い、コミュニケーション⼒を付ける

• 職業的アイデンティティの形成
• 経験学習理論に基づくOJTの推進
• ワークエンゲイジメントを⾼める
• 育ち合い

リーダーの育成
• 特に都道府県の世代交代、ポスト減へ
の対応

• 現状の多⾓的分析
• 組織としてのミッション、ビジョン、バリュー
の明確化

• 戦略・戦術に基づいて組織としての成果
を⽰す

• ステークホルダーとの関係性の構築
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新型コロナウイルス検査、調査・研究が主業務新型コロナウイルス検査、調査・研究が主業務

　東京都健康安全研究センターの吉村です。先ほど正
林先生からお話がありましたように、かなり早い時期
に地衛研で新型コロナウイルスの解析ができるように
なりました。これは、ひとえに、地方衛生研究所全国
協議会前会長の調先生のご尽力によるものです。2020
年１月には、すでに全国で同様の検査ができるように
なりました。
　当時は、「とにかく検査をたくさんやってほしい」
と言われ、「なぜできないんだ」というお叱りの言葉
が多かったのですが、今はそういうこともなくなり、
抗原検査もあり、東京の街を歩いていても、PCR検査
場が見られるようになりました。
　図表１は、地衛研が現在行っている主な業務です。
積極的疫学調査としては、新型コロナウイルスの検査
を行っていますが、核酸増幅検査だけではなく、新た
な業務として、全ゲノム解析と情報発信をメインに
行っています。

図表１

・積極的疫学調査
新型コロナウイルス検査
（核酸増幅検査・全ゲノム解析と情報発信）
・感染症発⽣動向調査
・流⾏予測調査
・⾷中毒
・感染症情報センター（疫学）
・調査・研究等

地⽅衛⽣研究所（地衛研）の主な業務
（微⽣物系の健康危機管理事例）

新たな業務

新型コロナウイルスの全ゲノム解析を実施新型コロナウイルスの全ゲノム解析を実施

　今回の法定化の中でも、検査および調査・研究は、
地衛研で力を入れていきましょうという話になってい
ますので、今回のコロナの検査の移り変わりについ
て、お話しさせていただきます。
　図表２のように、全長ゲノム解析をすると、この
ようなサイトに情報を載せます。2022年の10月だけ
で２万5,000件の日本の情報が入っています。多くは、
地衛研で調べたものを国立感染症研究所に送り、そこ
からアップロードする形を取っています。

図表２

SARS-CoV-2ゲノム解析
2022年10⽉1⽇〜31⽇

⽇本：25,701件

多くは地⽅衛⽣研究所
→国⽴感染症研究所
経由でアップロード

地衛研におけるSARS-CoV-2ゲノム解析への取組み

　こういう情報を集めていくと、どういうことが分か
るかというと、図表３のように第１波から第７波まで
にどういう株が日本で流行していたかが一目で分かり
ます。
　この図の基になっているのが、地衛研が患者から
取ったデータで、データの集約によってこういう形で
変異株の推移を見ることができるようになります。
　最初は武漢型だったのが、欧州型になり、アルファ

地方衛生研究所の新たな役割

地方衛生研究所全国協議会　会長

吉村　和久

▶▶▶ パネリスト講演⑤
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株、デルタ株になるまではわりと単純です。第６波
以降はすべてオミクロン株でくくられていますが、
BA.1、BA.2後はBA.2.11、BA.5、その後BA.4と、その
後いろいろ出てきている状況で、オミクロン内での覇
権争いがいまだに続いています。

図表３

⽇本におけるSARS-CoV-2変異株の推移（全ゲノム解析による）

（Outbreak.infoより引⽤）

A, B
武漢

欧州型
B.1.1 B.1.1.214

R.1

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波

B.1.1.284

VOC

アルファ株
デルタ株

オミクロン株 (BA.2*, BA.4, BA.5*, 等を含む)

第６波

BA.2* 
(BA.2.X)

第7波

BA.5* (BA.5.X)

BA.2.12.1

BA.4

（確認⽇：2022/11/04）

東京都は、変異株のスクリーニング検査を実施東京都は、変異株のスクリーニング検査を実施

　東京都では新型コロナウイルスの変異株のスクリー
ニング検査をずっと行っています。東京都健康安全研
究センターが検査をして、月１回東京都のモニタリン
グ会議に報告を出しています。
　世界的に現在はやっているBQ1.1やXBBを調べるの
に、全長解析すると大変なので、スクリーニング検
査といって、ある特定の所だけを見つけるような形
でPCRを使って調べています。例えばBA.5系統であ
ればK444T、N460Kなどの変異があれば、BQ.1.1系統
だ、BA.2.75系統でN460Kなどの変異があればXBB系
統だ、と調べた報告を、東京iCDCを通してモニタリ
ング会議に出しています（図表４）。

図表４

東京都におけるSARS-CoV-2変異株スクリーニング検査への取組み

東京都
新型コロナウイルス

感染症
モニタリング会議
〔東京iCDC〕
20221104

　図表５は変異株のスクリーニング検査のフローをま
とめたものです。スクリーニング検査後、幾つかは全

長解析をして、本当にBQ.1.1なのか、XBBなのかとい
う確認も行います。
　今はほとんどBA.5しか見つからないので、最初に
R346にTがあるかないかで、振り分けます。その後、
444があるか、460があるか、もしくはないか、によっ
て、BQ1.1、BF.7、XBB、BA.2.75、BA.2に分かれて
いきます。

図表５

東京都
新型コロナウイルス

感染症
モニタリング会議
〔東京iCDC〕
20221104

東京都におけるSARS-CoV-2変異株スクリーニング検査への取組み

　現在の株はほとんどBA.5ですが、この様相は毎週
変わります。株にはいろいろとギリシャ神話にちなん
だ名前が付いていますが、それもそのうち足りなくな
るだろうというぐらい、ウイルスのトレンドはどんど
ん変わります。
　図表６は健安研で調べた変異株のスクリーニング検
査です。

図表６

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5
⽉
15
⽇

5
⽉
17
⽇

5
⽉
19
⽇

5
⽉
21
⽇

5
⽉
23
⽇

5
⽉
25
⽇

5
⽉
27
⽇

5
⽉
31
⽇

6
⽉
2
⽇

6
⽉
4
⽇

6
⽉
6
⽇

6
⽉
8
⽇

6
⽉
10
⽇

6
⽉
14
⽇

6
⽉
16
⽇

6
⽉
18
⽇

6
⽉
20
⽇

6
⽉
22
⽇

6
⽉
24
⽇

6
⽉
26
⽇

6
⽉
28
⽇

6
⽉
30
⽇

7
⽉
2
⽇

7
⽉
4
⽇

7
⽉
6
⽇

7
⽉
8
⽇

7
⽉
12
⽇

7
⽉
14
⽇

7
⽉
16
⽇

7
⽉
20
⽇

7
⽉
22
⽇

7
⽉
26
⽇

7
⽉
28
⽇

7
⽉
30
⽇

8
⽉
1
⽇

8
⽉
3
⽇

8
⽉
5
⽇

8
⽉
9
⽇

8
⽉
11
⽇

8
⽉
13
⽇

8
⽉
15
⽇

8
⽉
17
⽇

8
⽉
19
⽇

8
⽉
23
⽇

8
⽉
25
⽇

8
⽉
27
⽇

8
⽉
29
⽇

8
⽉
31
⽇

9
⽉
2
⽇

9
⽉
6
⽇

9
⽉
8
⽇

9
⽉
10
⽇

9
⽉
12
⽇

9
⽉
14
⽇

9
⽉
16
⽇

9
⽉
20
⽇

9
⽉
22
⽇

9
⽉
26
⽇

9
⽉
28
⽇

9
⽉
30
⽇

10
⽉
4
⽇

10
⽉
6
⽇

10
⽉
8
⽇

10
⽉
12
⽇

10
⽉
14
⽇

10
⽉
18
⽇

10
⽉
20
⽇

10
⽉
22
⽇

10
⽉
24
⽇

10
⽉
26
⽇

10
⽉
28
⽇

11
⽉
1
⽇

11
⽉
3
⽇

11
⽉
5
⽇

BA.1 BA.2 BA.2.12.1 BA.4 BA.5 BF.7 BA.2.75 BQ1.1 BA.4.62022年

BA.2 BA.2.12.1
BA.2.56

BA.5

BA.4

SARS-CoV-2変異株スクリーニング検査（健安研分）

BF.7

BA.2.75
BQ.1.1

　昨年夏以降、ほとんどBA.5の状態が続いていまし
たが、秋になって少しずつ変化が出ています。
　この検査はずっと続けています。数％はピックアッ
プして調べるようにしているので、東京都は変異株の
トレンドを追うことができています。
　こんなに細かく調べる必要があるのかという声が、
外からも内からも聞こえてきますが、これは後から
役立つと思います。東京都内でどういう株が増えて、
どういう株が減っていったかということは、後から、
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「実はこの株はまだ流行していないから、今後来たら
流行する可能性高いよ」ということが分かると思いま
す。もう一つ、次のパンデミックで似たようなウイル
スが入ってきたときの動きの予想にも役立つと思うの
で、できる限り追っていく意味があると考えています。

コロナの終焉を見るため、下水も検査コロナの終焉を見るため、下水も検査

　東京都では下水から新型コロナウイルスを検出する
取り組みも行っています。北海道など、他の自治体で
もやっている所がありますが、私たちがやっているの
は定性検査で、都内約20か所近くの下水を採取して、
チェックをしています。
　現在、ほとんどの場所で陽性と出ています。続けて
調べていますが、ずっと陽性です。これは、コロナの
終焉を見るために重要な検査だと考えて行っていま
す。
　先ほどご紹介のあったベトナムのように、検査をし
なくなって現状が分からない時に、「下水では陽性」

「下水でだんだん減ってきた」など、こういう指標で
見ていくのが現実的だと考えて、続けています。
　これを全国でやれとはいいませんが、今回のような
パンデミックがどのような終焉を迎えるかを見るの
も、われわれの重要な役目だと思って続けています

（図表７）。

図表７
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東京都における下⽔からのSARS-CoV-2の検出への取組み

B.1.1.284

第6波

（名）

感染症法改正で、地衛研の法定化を実現感染症法改正で、地衛研の法定化を実現

　地衛研の法定化が長年の課題になっていましたが、
今回の感染症法の改正で、地衛研の名前を入れてもら
いました。

　今回は、地衛研の法定化のために、われわれも含
めて多くの方に頑張っていただきました。その結果、

「保健所の体制機能や地域の関係者間の連携強化」の
項目に、「専門的な調査・研究、試験・検査等のため
の体制（地方衛生研究所等）の整備等を法定化する」
という文言が入りました（図表８）。

図表８

地⽅衛⽣研究所の法定化について

　地衛研整備のために、条文も新設されました。先
日、厚生労働省の担当の方から電話がきて、「感染症
法改正案が無事可決しました」と教えていただきまし
た。付帯決議で、「地方衛生研究所について、法律上
の位置付けを明確にし、人員等を確保し、試験・検
査、調査・研究の体制強化を図る」という旨の文言が
入りました（図表９）。

図表９

第⼆⼗六条（新設）
第五条第⼀項に規定する地⽅公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並び
に試験及び検査であって、専⾨的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚⽣労働省
令で定める業務を⾏うため、必要な体制の整備、他の同項に規定する地⽅公共団体との連携の確保そ
の他の必要な措置を講ずるものとする。

第⼆⼗七条（新設）
国は、前条の規定に基づいて実施する措置が円滑に実施されるように、第五条第⼀項に規定する地⽅
公共団体に対し、必要な助⾔、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

＜衆議院通過︓付帯決議＞
・地⽅衛⽣研究所について、法律上の位置づけを明確にしつつ、その体制整備等についての基本的な指針を
地⽅公共団体に⽰す。
・保健所及び地⽅衛⽣研究所の⼈員及び予算を確保し、試験及び検査、調査及び研究等のより⼀層の体制
強化を図る。

地⽅衛⽣研究所の法定化について

地衛研は、危機対応に重要な役割を果たす地衛研は、危機対応に重要な役割を果たす

　最後になりますが、コロナ禍も３年が過ぎ、地衛研
が検査・研究の最前線で十分に機能し、役立つことが
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証明されたと思います。ただし、果たす役割は徐々に
変わってきました。単に感染の有無の判断だけでな
く、変異を続ける新型コロナウイルスをゲノム検査で
より詳細に追跡し、発信していくことが重要になった
と考えています。
　今回の新型コロナ対応の実績により、地衛研の存在
を皆様に認知していただくことができたと感じていま
す。関係各位の皆様にも頑張っていただきましたが、
この実績が後押しとなり、地衛研の法整備も進みまし
た。
　今後、今回のような感染症に対する危機対応におい

て、地衛研の果たす役割はますます重要になると感じ
ています（図表10）。

図表10

1. コロナ禍も丸3年が過ぎ、地⽅衛⽣研究所が検査・研究の最前
線で充分に機能し役⽴つことが証明されたが、経過の中で果
たす役割も徐々に変わってきた。

2. 単に感染の有無の判定だけでなく、変異を続ける新型コロナ
ウイルスをゲノム検査でより詳細に追跡し、発信して⾏くこ
とが重要となった。

3. コロナ禍での実績が後押しとなり法整備も進んでいる。今後、
今回のような感染症に対する危機対応において、地⽅衛⽣研
究所の役割が増々重要となる。

結語



パネルディスカッション
座長・助言者まとめ
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地方衛生研究所の法定化を実現

岡部　川崎市健康安全研究所所長の岡部です。司会進
行役を務めます。ご講演で、いろいろな立場からの評
価、またこれから先のお話をいただきましたが、演者
の方から言い足りなかったこと、何か追加することが
ありましたらお願いします。
佐々木　地方衛生研究所の法定化についてお話ししま
す。これは地域保健法の中の改正に位置付けられまし
た。これまで、運用で全国85か所の整備をしてきまし
た。体制を縮小するという危機感もありましたが、今
回の新型コロナの流行があり、地衛研内で早い段階で
コロナを特定できる体制が整いました。今回、新しい
感染症が出たときにアラートできる重要な機能が発揮
されたと思っています。

　今回の改正点の根本は、コロナ対応の体制を整える
ためには地衛研の法定化が大事だということで、意見
交換を進めながら準備し、このたび法定化されまし
た。関係者の皆様の悲願だったと思います。ご協力あ
りがとうございました。
　ただ、２点付け加えたいことがあります。１つ目で
すが、地方衛生研究所の名称そのものは、まだ法に位
置付けられていません。付帯決議等で言及されていま
すが、地方分権推進委員会の勧告を踏まえて、必ず置
かなくてはいけないという必置規定を書くときには、
名称や設置基準は書けないので、そこは配慮せざるを
得ません。地方の自主的な作業を尊重するということ
です。今後、地域保健法の通知などで、示していきた
いと思っています。
　２つ目は地方衛生研究所の４つの機能、調査・研
究、試験・検査、人材育成、公衆衛生情報の抽出・分

■座長
岡部 信彦　　川崎市健康安全研究所 所長

■助言者
中澤 よう子　全国衛生部長会 会長

内田 勝彦　　全国保健所長会 会長

■パネリスト
佐々木 孝治　�厚生労働省健康局健康課 課長　 
高山 義浩　　�沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科 

副部長　

永井 仁美　　大阪府茨木保健所 所長

松本 珠実　　全国保健師長会 会長

吉村 和久　　地方衛生研究所全国協議会 会長

▶▶▶ パネルディスカッション、座長・助言者まとめ
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析・発進についてです。前者２つについては法律に明
記されています。85か所で、それぞれの対応体制を示
していただきたいと思っています。
　後者２つについては、85か所が同じような密度を
持って対応するのは難しいのではないか、また同じよ
うな対応をするのはかえって効率的ではないのではな
いか思います。ここは、例えば全県的な体制整備の中
で役割分担を決めることも必要ではないかと思います
ので、こうした体制の組み方も地域保健基本指針等で
示したいと考えています。関係者の皆様の、ご意見、
ご協力をお願いしたいと思います。

政策提言能力と地方行政のリーダーシップが重要

岡部　沖縄県の取り組みについてご講演いただいた高
山先生、ザンビアからオンラインでのご参加ですが、
一言お願いします。
高山　臨床の立場で、沖縄県知事の政策サイドのアド
バイザーを務めました。専門家の一人として地方行政
に関わりながら感じたことを述べさせてください。
　このパンデミックで求められた専門性は、大きく分
けて２つあったと思います。それはリスクを分析する
能力と対策を提言する能力です。
　リスク分析については、地方衛生研究所や保健所等
で蓄積されています。厚労省のアドバイザリーボード
でも毎週のように地方ごとの分析があり、助けられま
した。
　一方、提言能力についてですが、これは地方ごとの
現場感覚が必要ですし、まさにわれわれを含めた臨床
の専門家が地方自治に提言すべきコアな部分です。そ
して、まだなかなかうまくいっていない課題の部分だ
と思います。
　政策提言については、さまざまな意見があっていい
と思います。専門家だけでなく地域のさまざまなアク
ティビスト、例えばPTAや学生団体などからも意見
が出てくるのが健全な民主主義社会です。特に、地方
のアクティビストの声が重要だと思います。
　ところが、今回、「日本人は多様な意見が共存する
ことが非常に苦手である」ということが露呈しまし
た。「いったいどれが正しいのか？」と、騒然として
しまって、激しい攻撃が起きたこともありました。み

んなが同じ考えでなければならない、という小学校教
育のまま、日本社会が形成されているかのようでし
た。
　意見が割れることは公衆衛生や社会学では、当然起
こり得ることです。未知の感染症との闘いにおいて
は、意見が分かれて当然です。専門家さえ意見が分か
れました。
　このときに大切なのは、地方自治のリーダーシップ
だと思います。さまざまな意見が上がってくる中で、
決断する行政が求められました。政策提言をする専門
家やアクティビストを守る体制づくりが必要だと思い
ます。さまざまな意見が出てくる社会は健全です。異
なる意見を黙らせようとするのではなく、互いに尊重
しながら意見が述べられるようにしていかなければな
りません。行政は常に責任の所在を明確にして、多様
な意見そのものを封殺しないようにフォローすること
が必要だと思います。
　これから超高齢社会に直面していく中で、さらに社
会は困難な道を歩むことになると思います。リーダー
が総合的な観点から、見える形で決断していかなけれ
ばなりません。私たちは、そういうリーダーを育成し
ていかなくてはいけないと思います。
岡部　高山先生、ありがとうございます。人材育成に
も言及していただきました。大阪府茨木保健所の永井
先生、一言お願いします。

どういう道を選ぶか、一緒に考える機会が必要

永井　これまでの報道の中で、「保健所の逼迫」とい
う言葉が嫌というほど使われました。「保健所が逼迫
しているために、業務を省略する」というように社会
には聞こえていた気がしますが、私たちは現場にい
て、「そうではない」という思いを持ち、悔しい思い
を持ちながら活動していました。
　私たちは、本当に医療が必要な人に医療を届けるた
め、医療へのアクセスをよくするために、今やってい
る業務が本当に必要かどうかを考えて、業務の省略と
集中をしてきました。それを、「保健所が手一杯だか
ら業務の省略をしている」というように誤解されたこ
とを非常に残念に思っています。
　国民、府民は、行動制限なく自由に動きたい、遊び
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に行きたいと考えています。けれども、また感染が増
えると、「どうしたらいいんだ」と私たちに連絡して
きます。ですから、国民と一緒に「制限なしと感染防
止と、どちらの道を選びますか？」と考える機会、国
民に意見を聞く機会が、もっとあってもよかったと思
います。
　これからのコロナ、または新たな感染症が起こった
ときに、また同じことを３年も５年も繰り返すのは、
保健所の先生たちは「もうやめて」という気持ちだと
思います。同じことを繰り返さないために、もっと広
く意見を聞いたり、諸外国の例を参考にしたりするこ
とが必要だと思います。

今後の地域保健体制の具体的な指導を

岡部　次に、全国保健師長会の松本先生、お願いしま
す。
松本　コロナも３年にわたり、私たち保健師も疲弊し
ています。全国保健師長会のブロック別研修会では、
疲弊をなんとかしたいと考え、「元気になる」をコン
セプトにさまざまな研修が行われ、新人育成の在り方
についての研修会も行われています。
　これまでのコロナ対応から、私たちがやってきたこ
とをある程度評価できる時期になってきたと思いま
す。一方、「十分な活動ができなかったのではないか」
という自責の念を抱えているのも事実です。こうした
ことを改めて検証しながら、「私たちがやってきたこ
とは効果があったのだ」「これから進む道についても
自信を持ってやっていけるんだ」というメッセージを
全国保健師長会としても発信していきたいと思います
し、現場からも発信していただきたいと思っていま
す。
　保健師助産師看護師法で「保健師は管轄の保健所長
の指示に従う」と規定されていますので、都道府県の
保健所長は直轄する保健所だけではなく、管轄する市
町村も含めた保健師にも権限を持つという重要な立場
を担っています。ですから、直轄の保健所のメンバー
だけでなく、市町村の保健師にも目を向けて、健康危
機管理に対応できる地域保健の体制をどう作っていく
か、具体的に指導してほしいと思います。

地衛研法定化後の連携体制構築が課題

岡部　会場には保健所の先生方が多いと思います。パ
ネリスト講演で厚労省の佐々木課長から、「保健所の
おかげでここまでやって来られた」という話がありま
した。それも含めて、吉村先生に一言お願いします。
吉村　地衛研の法定化についてですが、2021年から
法定化に向けての準備を進め、2022年６月から４回、

「どういう形で法制化していくか」について、集まっ
て話し合いました。２年間にわたって準備をしてきま
したので、今回の成立をみんなで喜んでいます。
　しかし、今後の問題の方が大きいと感じています。
人材育成もそうですし、どういう形で保健所、医療機
関、感染研と連携していくのかについては、これから
具体的な方法を議論していかなくてはなりません。
　新型コロナの流行があって、「こんなふうにパンデ
ミックが起こるんだ」ということを皆さん思い知った
ので、何らかの準備が必要なことは共通認識として
持っていると思います。ある意味、これをチャンスと
考えて、少し無理だと考えられることでも、事前に準
備する必要があります。次のパンデミックが起こった
ときに、今回のようにならないようにしないといけま
せん。
　もう１つ、地衛研はコロナの検査に取り組むうちに
NGS（ゲノム検査）がかなり一般的にできるように
なりました。これは、大きな自信になっています。今
後、ゲノム検査を一般化していくことをわれわれの大
きな仕事と考えています。すべての所でやる必要があ
るかどうかについては議論がありますが、少なくと
も、できる体制だけは維持していく必要があると考え
ています。

コロナ後の地域保健をどう担うかが課題

岡部　演者の皆様に発言していただいたので、アドバ
イザーの先生にもご発言いただきたいと思います。全
国衛生部長会の中澤先生、お願いします。
中澤　私たち全国衛生部長会は、地方自治体、都道府
県と政令市の本庁組織の衛生行政を担っている職員の
団体です。保健所、地衛研、厚労省など、いろいろな
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方たちと連携して仕事をしてきました。
　佐々木課長からご紹介のあった今回の法改正では、
平時からの体制整備、連携を行うことなどがしっかり
と明記されました。責任の主体がきちんと示されたこ
ともよかったと思います。
　次期の健康づくりプランでは、「感染しない健康づ
くり」という言葉が出ていました。高齢化が非常に進
んでいる中で、今回の感染症を経験した上での健康づ
くりは、今後重要になっていくと思いますし、健康長
寿の日本にとっても重要だと感じます。
　皆さんのお話の中で繰り返し出てきた平時からの体
制整備、人材育成の必要性は、今回の法改正でも示さ
れました。特に地衛研が法定化されたことは、とても
よかったと感じています。吉村先生のお話にもありま
したが、次のパンデミックに備えることが必要です。
みんなが検査をしなくなっても下水の検査を続けるこ
とやゲノム解析を行うことは、次のパンデミックに備
えるための知見をきちんと残すということで、非常に
重要なことだと考えています。
　一方、「平時はいつ来るんだろう？」とも思います。
まだコロナの感染は続いていますし、収束のロード
マップが見えないというお話もありました。ウィズコ
ロナの状態を平時と捉えざるを得ないのかなと思って
います。
　地域保健の中で、さまざまな課題が顕在化してきて
います。これらに対応することも求められています。
人材育成、体制整備は、感染症対策のためだけではあ
りません。地域保健の課題に結び付き、健康施策につ
ながっていくことだと考えます。
　永井良三先生の講演の中で「やった対策、やらな
かった対策について検証して、次に備えることが大
切」というお話がありました。まさにそれは、感染症
を経験して、今後、私たちが地域保健をどのように
担っていくか考えることが大切、ということなのだろ
うと思いました。

対策効果の検証と、保健所機能強化の対策を

岡部　続いて、全国保健所長会の内田先生、お願いし
ます。
内田　講演で、先生方から今後の展望についてお話し

いただきました。今回の日本のコロナ対策は、成功と
はいえないまでも、死亡者の数を低く抑えることはで
きたといわれています。これは医療関係者の尽力、国
民の皆さんの協力のおかげです。どの要因がどの程度
寄与したかについては、いろいろと指摘されてはいま
すが、まだよく分かっていません。ここを明らかにす
べきだと思います。
　第１波、２波、３波の時に積極的疫学調査をして、
濃厚接触者を拾い上げ、その人たちを追跡したことが
感染を抑えたことは間違いありません。この対応はい
つまで必要だったのでしょうか。第４波までなのか、
５波、６波までなのかということは検証が必要だと思
います。「第４波のアルファ株の時が大阪はきつかっ
た」というお話が永井仁美先生からありました。５波
のデルタ株の時は首都圏がきつかったと思います。今
回の新型コロナの流行は地域差も大きかったと思いま
す。
　各自治体のリーダーシップが必要という話もありま
したが、それには「このくらい感染が増えたらこうす
る」というアウトラインが必要だと思います。今回は
それが明示されていなかったので、全国で対応がバラ
ついたのだと思います。
　保健所の機能強化をすべき、というのはその通りだ
と思います。サージキャパシティーを高めるべきで
す。そのためには医療連携体制やBCPを整える必要が
あります。また、医療と保健の役割分担をきちんとす
べきです。今後、連携協議会や予防計画の中で決めら
れると思いますが、そこをしっかりとやるべきだと思
います。

保健所業務の合理化等、今後の保健所体制を考える

岡部　まだ、30分ほど時間がありますので、最初にパ
ネリスト同士で、ご質問があればお願いします。
佐々木　本日の講演では示さなかったのですが、『資
料集』46ページに「保健所体制調査結果」がありま
す。保健所業務の一元化について、今後どうしていく
か、どこまでを保健所業務としてやるべきなのかを検
証するための調査です。都道府県として、あるいは各
保健所で、外部委託または業務の一元化をどのくらい
実施したかを円グラフで示したもので、われわれは
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「かなり一元化が進んでいる」と把握しています。
　今後、感染症に対するレジリエンスを高めていくた
めには、感染症を経験したことが大事になると思いま
す。BCPについてもある程度検討されたと思います
が、実際に経験して、想定を超えることがありまし
た。リアルに経験したことを今後の予防計画に落とし
込んでいく上で、リアルなBCPと業務の合理化を検討
する材料になると思います。
　今後、健康づくりに本当に必要な体制づくりを考え
る必要があると思っています。一元化については、コ
ロナや他の感染症だけに限らず、保健所全体の業務に
ついて考えました。私の最後のスライドでも示しまし
た通り、今後の保健所体制の在り方について考えてい
きたいと思っています。

ウィズコロナの対策を整理すべき時期

高山　私は海外にいて、ウィズコロナの対策につい
て、日本はもう少し整理すべきではないかと強く感じ
ています。現在、日本は第８波の最中だと思います
が、７波、８波と数えているうちは、平時になり得な
いと思います。今年の冬のコロナの流行を平時の体制
でいかに受け止めるか、というように、考え方を切り
替える段階になっているのではないかと思います。
　ワクチン接種についても同様で、４回目、５回目と
数えるのはそろそろやめる時期です。われわれ臨床家
にとっては、今年接種していることが重要です。去年
２回接種した人と今年２回接種した人では、臨床的に
はまったく意味が違います。ですから、「今年の接種
は終わっていますか」と聞くようにして、定期接種に
引き継いでいく準備が求められていると思います。
　もちろん、すべてを平時の体制にすることはできま
せん。相談窓口設置や、何らかの受診助成が引き続き
求められると思います。ここは、これまでのコロナ
の対策において培われたものを平時に生かすために、
ウィズコロナへ向けた整備を少しずつ進めていく段階
に来ていると感じています。

平時の訓練とサンプル情報の一元化が重要

吉村　２点お話しします。１点目は、先日行ったシ

ミュレーションの話です。「都内某所で下痢と発熱が
集団発生した。その現場に行って、サンプルを採って
きて調べる」というシミュレーションでした。サンプ
ルはコロナとロタの複合感染という設定で、調査結果
を本庁と現場がマスコミ発表するシミュレーションも
しました。実際にサンプルを出して検査もするので、

「そんな面倒なことはやりたくない」という声もあり
ましたが、やってみるとみんな真剣に取り組んでいま
した。
　このシミュレーションで起こった１番大きな問題
は、ファックスの渡し間違いでした。ファックスが２
枚出てきて、それを２部コピーしてそれぞれの部署に
渡すはずが、１枚ずつ渡していました。シミュレー
ションの教訓としては、「現場では、こういうことが
起こる」ということで、ミスを避けるためにはこうい
う訓練を定期的にやることが絶対に必要だと感じまし
た。
　２点目はサンプル確保の問題です。
　現在、地衛研で検査する件数は激減しており、ほと
んどが民間の検査会社で行われております。その場
合、地衛研では現在どのようなウイルスがはやってい
るのかを知るすべがありません。このことは流行の把
握という点で今大きな問題となっています。例えば北
海道で東京を上回る感染者数が出たときも、何の変異
株がはやっているのかを、リアルタイムで知ることが
できませんでした。東京都では、民間検査会社に協力
をしていただき、陽性サンプルを一部供与していただ
き、スクリーニング検査を行うことで、トレンドを知
ることがかろうじてできましたが、今後はサンプルを
いかにして継続して一定数確保していくかを考えて仕
組みを作っていく必要があると思いました。

新たな行動計画の実効性とIHEATについて

岡部　ここで、会場からもご意見、ご質問をいただき
たいと思います。
質問者　兵庫県豊岡保健所の柳と申します。今後の展
望のお話は非常に参考になりました。今後、感染症の
ための行動計画をはじめ、いろいろな計画が作られる
ことになります。その指示が都道府県に対してあると
いうお話でした。
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　しかし、実は今回の新型コロナのときも、新型イン
フルエンザに関するガイドラインで方向性はすでに示
されていて、保健所は毎年訓練をして備えていまし
た。
　以前、私が質問した時に、感染研から「新型インフ
ルエンザと新型コロナは一切関係ない」という答え
をいただきました。そこで、私が心配しているのは、

「今度作るガイドラインや計画は、違うタイプの新型
感染症でも基本的な部分で同じであれば、ちゃんと使
われるのか？」ということです。いろいろな計画を
作って訓練をしても、違う感染症には使えないという
のでは意味がないと思っているので、教えていただき
たいと思います。
　もう一点、IHEATの人材登録は全国で数千人とい
うことです。私の所には50人の保健師がいますが、普
段感染症対策を担当している保健師は３人です。ピー
ク時はほぼ全員がコロナ対応をしました。
　多くの自治体で、本来の職員の倍くらいの人数を
臨時雇用しても仕事が回らなかった現実がある中で、
IHEATを使ったら問題が解決するということではな
いと思います。「頑張ればできるだろう」ではなしに、
業務をステージに合わせて、可能なものにしていかな
いと、うまくいきません。本来は、国の方で、ステー
ジに合わせて必要な仕事についての対策を立てていた
だかないといけないと思うので、どうお考えか教えて
いただけたらと思います。
岡部　感染症法の改正に関わるところだと思うので、
佐々木課長、お願いします。
佐々木　新型インフルエンザの行動計画について、自
治体に具体的にどのような指示が出ているのかは、す
みませんが承知していないところです。今回の新型コ
ロナでは、特に初期は、厚労省のこれまでのデータに
基づいたものと、全国の保健所の経験はかなり様相が
違ったと思います。そうしたことを経験した上で、今
回予防計画を策定することが大きなポイントになると
思います。
　医療機関、関係機関の連携も、途中からではなく、
最初から連携協議会という形で参加してもらうこと
で、連携体制が取れると思っています。こうしたこと
は、指針の中で示したいと思います。
　IHEATについては、ご指摘の通りだと思います。

人員確保の在り方については、初期には全庁体制で行
いますが、それでも賄いきれない可能性はあると思い
ます。今回のコロナもそうですが、相手となるウイル
スの様子を見ながら対応を柔軟に変えることになりま
すので、人員については、IHEATの活用も手段の１
つと考えていただいて、行動計画に組み込んでいただ
ければと思います。
　併せて、ITのシステムの活用による業務の効率化
も考えていただければと思います。

今後の具体的な方針と情報発信の仕方について

質問者　千葉県夷隅保健所の松本です。私は現場の話
を中心に質問したいと思います。
　今までいろいろな問題点がありましたが、うまく
いったポイントは、高山先生、永井先生のお話にあっ
た「情報を吸い上げて、みんなでディスカッションし
て、それを対策に生かした」というところです。現
在、第８波で、ディスカッションがオープンになっ
て、「今後どのような方針を立てて、どのように進ん
でいくか、これまでの経験を踏まえて、どのような形
でやっていくつもりなのか」を知りたいと思います。
　なぜならば、状況が最初とは随分変わってしまって
いるからです。今後、具体的な方針をどのように発信
していくのかを聞きたいと思います。
佐々木　情報発信には、地域レベルでの情報共有と、
全国的な方針に関する情報発信の２つがあると思いま
す。
　前者は連携協議会による情報共有があります。今
回、成功事例として、高山先生、永井先生のお話があ
りましたので、こうした事例を生かしていくべきだろ
うと思います。
　全国的な情報発信は、国として情報を発信していき
ます。例えば、今回の第８波でも、コロナとインフル
エンザの話について、有識者の意見を取り入れなが
ら、政府として情報発信しています。今後も何かしら
の形で行われることが想定されます。国として、引き
続き考えていきたいと思います。
　全体的な話になりますが、今回の感染症法改正で、
次の感染症危機に備えるということになり、この９月
２日の政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の決
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定事項として、いわゆる日本版CDCの強化が話し合
われました。新型インフルエンザ対策特別措置法の話
も出ていますので、順次、これらを次期通常国会から
改正していくことが想定されます。これらをどんどん
進めていくことで全国的な体制確保ができ、その過程
で、ご指摘のあった情報共有、政府の方針が示される
と思います。
岡部　ありがとうございます。情報を発信するのも、
地衛研なのか、本庁なのかという問題も出てくると思
いますので、今後検討していただければと思います。

日本版CDCはどうなっているのか

岡部　オンラインでご参加の福井保健所の後藤さんよ
り、「日本版CDCはどうなっているのか」というご質
問をいただいています。佐々木課長、お答えいただけ
ますか。
佐々木　９月２日の政府のコロナ対策本部決定を踏ま
えて、一気通貫した指揮命令系統をつくるということ
になっています。それを国のCDC として、新しい体
制の下で進めていくことを想定しています。これら
は、次期通常国会以降の法案審議になると考えていま
す。

医療と保健の役割分担の具体的な進め方について

岡部　オンラインでご参加の東京都の小山さんから、
チャットでご質問が入っています。「医療と保健の役
割分担について、具体的な進め方に関してポイントな
どがあれば教えてください」ということです。医療と
保健の役割分担については、私も明確にした方がいい
と思っています。内田先生、お答えをお願いします。
内田　現場レベル、保健所レベルでは、医療と保健の
役割分担について、今回たくさん困ったことがあった
と思います。そうしたことを早急に話し合うことから
始まると思います。
　現場レベルはそれでいいと思いますが、もう少し上
のレベルでの問題の方が大きいと思います。例えば、
診療検査医療機関と称しながら、外来を診る所と診な
い所があります。それでいいのか、という問題があり
ます。重点医療機関、協力医療機関、感染症病床の数

は限られています。それでいいのでしょうか。永井良
三先生が特別講演で「鶴翼の陣」といっていました
が、日本の広く薄い医療体制の中で、これまではお願
いベースで新型コロナに対応してきました。それでい
いのかを含めて、今後検討する必要があります。この
問題は、現場レベルでは解決できません。
　もう１つ、入院勧告をいつまでやるのかという問題
があります。入院勧告は、感染拡大を抑止するために
人権を縛って、無理やり入院してもらう制度です。し
かし、今、無理やり入院させられている人はいませ
ん。入院したくて入院する人に対して、入院勧告はナ
ンセンスです。それがまだ行われていて、行政が入院
調整をやっています。最初は、重点医療機関は指定し
ても公表せず、公表されていないものは医療連携でき
ないので、行政が入院調整をやっていました。この是
非についての議論も、最初からありました。次回から
は、重点医療機関の名前は予防計画の中に書かれて
オープンになりますので、入院勧告をやめようという
話になると思います。このように、もう少し深いレベ
ル、県レベル、国レベルでの仕組みが必要だと思いま
す。
岡部　ありがとうございます。オンラインでは、「『喉
元過ぎれば熱さを忘れる』、ということが多いので、
そういうことがないようにしていただきたい」という
ご意見や、「中核保健所の在り方について検討すべき
ではないか」というご意見をいただいています。その
他、いろいろなご意見をいただいていますが、そろそ
ろまとめに入りたいと思います。助言者の先生方、発
言をお願いします。

次の感染症に備えるための行動計画は全体に必要

中澤　いろいろなご意見や、ご経験から出た示唆に富
むご提案がありました。会場の皆さん、オンラインの
皆さんも現場でご苦労されて、ご意見がおありだろう
と思います。現在はまだウィズコロナ状態ですが、法
改正が行われ、さまざまなことが進んできていると思
います。
　新型コロナウイルス自体が、今後落ち着いていくの
か、また変異があるのか、分からない状態でやってい
かなくてはならないので、現在決めた法律や計画でど
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こまで対応できるかは分かりません。しかし、いろい
ろな分析や反省を次に生かしていくことは、常に行っ
ていかなくてはいけないと思っています。
　新型インフルエンザ流行の時に私たちはいろいろな
経験をし、その後、法改正や行動計画立案など、いろ
いろなことが行われました。今回、新型コロナを経験
して、「それが役に立たなかった」「たくさんの不足が
あった」と、皆さんが思っていると思います。皆さん
の話を聞いて思い起こしていたのですが、クルーズ船
が来て、感染者が４人くらいという初期に、私がまず
開いたのは新型インフルエンザ流行の時に決めた行動
計画書で、それを基に、どう対応するか考えました。
それは２、３日で全然機能しなくはなりましたが、行
動のベースになったのはみんなでいろいろと考えたこ
の行動計画でした。
　今回の法改正と行動計画書も、次の新たな感染症に
対して機能しないかもしれませんが、これを土台にし
て、次々と対応策を考えていくためには絶対に必要な
ことだと思います。新型コロナ自体、今後どうなって
いくか分かりませんが、これまでのみんなの知見をま
とめて、次の対策を考えることも必要なことです。特
に、現場の皆さんの意見を最大限取り入れて、みんな
で考えていくことが重要だと思います。こういう場を
含め、自分の職場以外の方の意見を聞けるのは大切な
機会です。今後もあらゆる機会を捉えて対策を話し合
い、日本の地域社会の健康を守っていきたいと思って
います。

対策の評価とロードマップの提示をすべき

内田　コロナ対応は、国も現場も努力して、ある程度
うまくいったと思います。しかし、課題がいろいろあ
ることも分かりました。この部分をきちんと評価すべ
きだと思います。保健所はどうすればよかったのか、
自分たち自身の評価ではなく、アカデミアの先生方に
評価してもらうのがいいと思います。どこまでやれば
よかったのか、これはこの時点でこうすればよかった、
など、きちんと評価を示した方がいいと思います。
　また、永井先生のお話にあったように、ある程度の
ロードマップを示してほしい、示したい、と思いまし
た。「いつになったら普通の感染症になるの？」とい

う疑問があると思います。「こうなったら、こういう
対策を取る」ということが他の分野では決まっている
ことが多いのですが、保健医療の分野では取り決めが
ありません。そこをきちんと示した方がいいと思いま
す。

今回の体制見直しも、いつか評価の機会を

岡部　ありがとうございます。私も少し振り返ってみ
たいと思います。最初はダイヤモンド・プリンセス号
での感染と、有名人が亡くなって、「命あっての物種」
と世の中が騒然としました。その中で抑制しようと動
きましたし、内田会長がおっしゃったように、全体と
して悪いやり方ではなかったと思います。現在はモー
ドの切り替え時期に来ていて、そのスイッチをいつ入
れるか、ということでいろいろと動いているのだと思
います。
　先日、香港、シンガポールなど、アジア圏の方と話
し合う機会がありました。彼らは「こういう理由で、
こういうふうに緩めていく、病気は存在するけれど
も、われわれはここまでできる、こういうことが起き
たら、こういうことをやる、という説明をした結果、
国民が受け入れた」と言っていました。「国の対応策
に対して、国民がある程度許容する」ということが分
かっていないと、なかなか対策が進まないと思います
ので、そのためには情報提供が必要だと思います。決
してポピュリズムに流れる必要はないと思いますが、
人々の話を丁寧に聞いていく必要はあるでしょう。
　コミュニケーションについては、今回、最初のうち
はあまりうまくいきませんでした。そこを改善してい
かなくてはいけないと思います。
　もう１つ、医療と保健行政の役割の問題がありまし
た。やはり、病気は病気を診る人が判断すべきです。
それも、病名や病原体だけで判断するのではなく、病
状を斟酌しながら判断するのが本当の医療だと思いま
す。こうしたことの必要性も、話を聞きながら痛感し
ました。
　永井良三先生を座長とした有識者会議で、短期間で
提言を出し、「この提言が感染症法改正の中に生きて
くるだろう」ということでした。私は2009年の新型イ
ンフルエンザパンデミックの時に対応をしました。あ
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の時は寺村先生が座長で、私も尾身さんもそのメン
バーでした。今考えると、最後に出した提言は、いい
提言だったと思います。今回のパンデミックの時に
最初に考えたのが、「あの提言通りにやっていたらよ
かったのに」ということでした。あの時に失敗したと
思うのは、すぐに見直しをしなかったことです。
　感染症法も、何年後かに見直しという話がありまし
たが、今回の体制の見直しに当たっては、ぜひ、何年
がたった後で、それがどこまで実施されているか、何
が実施できなかったのかを調べていただいて、次のパ
ンデミック対策に結び付けていただきたいと思いま

す。
　このシンポジウムも、新型コロナのテーマが３年続
いてしまいました。できれば、来年は違うテーマの方
がいいと思いますが、どこか落ち着いた段階で、本当
に体制の見直しが行われたかどうか話し合うための場
を持っていただければありがたいなと思います。
　会場の皆様、オンラインでご参加の皆様が本日の話
を持ち帰り、いろいろなことに前向きに取り組む糧に
なれば、パネルディスカッションの意義があったと思
います。本日はありがとうございました。





閉会挨拶
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松谷 有希雄

� 一般財団法人日本公衆衛生協会 理事長

　本日は、長時間にわたってシンポジウムにご参加いただき、あり
がとうございました。基調講演、特別講演、パネリスト講演、パネ
ルディスカッションにご参加いただいた先生方、どうもありがとう
ございました。
　新型コロナウイルス感染症は公衆衛生の中で大きな課題で、まだ
まだこれから対応し続けなくてはなりません。その中で、このシン
ポジウムが少しでもお役に立つことを願っています。
　年が改まって、来年がもっと良くなることを祈念したいと思いま
す。われわれもこれまでの取り組みを一つのステップとして、対応
を続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。本日は、誠にどうもありがとうございました。

▶▶▶ 閉会挨拶
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